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*** ＩＮＤＥＸ *********************************************************** 

 

 ❶ 食品安全監視センター通信（ぷちリス）に関するアンケートの結果およびお礼 

 

 ❷ ［シリーズ①］従業員教育に利用できる資材の紹介 

 

 ❸ ［情報提供］事業者向け講座を開催します！ 

～景品表示法・食品表示法、「消費者志向経営」の基礎知識～ 

************************************************************************* 

 

❶ 食品安全監視センター通信（ぷちリス）に関するアンケートの結果およびお礼 

 

 この度は「食品安全監視センター通信（ぷちリス）に関するアンケート」にご協力いただき、ありが

とうございました。 

 

 アンケートの結果より、今後、掲載してほしい記事として、「従業員教育」、「自主回収」、「法改正内

容」、「食品表示」とのご意見をいただいたことから、今年度は最もご希望の多かった「従業員教育」

を特集として配信していきます。 

 

 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

❷ ［シリーズ①］従業員教育に利用できる資材の紹介 

 

 今回から従業員教育に関する記事を連載します。 

 

 「従業員教育を実施するにあたり利用できる資材はないか？」とご質問を受けることがあります。 

 

 そこで食品衛生申請等システムの「食品リコール情報」を紹介させていただきます。 

 

 これは、全国で自主回収されている食品等の商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を

誰でもオンラインで確認できるシステムとなっています。 

 現在、約 1,200 件もの全国の回収事例が掲載されており、その中には、約 400 種類の食品の回

収事例が掲載されています。 

 アレルゲンや消費期限の貼り間違いといった食品表示ミスに関すること、包装不良等により食品

にカビが発生したり、原料を薬剤殺菌する際に次亜塩素酸ナトリウムを使用するところ、中性洗剤

を使用した等製造上のミスに関することなど様々な理由で回収されています。 



 皆様も「食品リコール情報」のページにて、自社で製造している同様の食品等の事例を参照し、衛

生管理の課題等を確認いただき、従業員教育にお役立ていただけたらと思います。 

 また、消費者庁のホームページに食品表示法に基づく自主回収の発生原因、品目別および業種別

の回収理由が集計された資料が掲載していますのでそちらも参照していただけたらと思います。 

（参考） 

厚生労働省ホームページ：「食品衛生申請等システム」 

https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do 

厚生労働省ホームページ:「自主回収報告制度（リコール）に関する情報」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/k

igu/index_00011.html 

消費者庁ホームページ：「食品表示リコール情報及び違反情報サイト」 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_recall 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

❸ ［情報提供］事業者向け講座を開催します！ 

 

～景品表示法・食品表示法、「消費者志向経営」の基礎知識～ 

 滋賀県内の事業者の方を対象に以下のとおり講座を開催します。 

 景品表示法・食品表示法と「消費者志向経営」の基本的な知識を学びましょう！ 

 表示についてご自身の知識を確認し是非ご活用ください！ 

 

● 開催方法：Zoom によるオンライン開催 

 

● 日時：令和 6 年 9 月 6 日（金） 13 時 30 分から 16 時 00 分まで 

※13 時から Zoom ミーティングに入室可能です。 

 

● 申込期限：令和 6 年 8 月 30 日（金） 

 

● 内容： 

・ 食品表示法の基礎知識（1） （保健・衛生事項） 

・ 食品表示法の基礎知識（2） （品質事項） 

・ 景品表示法の基礎知識 （表示のみ、景品は除く） 

・ 消費者志向経営の基礎知識 

申し込み方法や留意事項等の詳細については、以下の URL の HP をご確認ください。 

 

HP：「事業者向け講座～景品表示法・食品表示法、「消費者志向経営」の基礎知識～を開催します！」 

httpｓ://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/shouhiseikatsu/338409.html 

◆―――――――――－- -  -        -  - - -－――――――――◆    

食品安全監視センターの所在地・連絡先  

 〒５２０－０８３４  滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（滋賀県衛生科学センター内）  

 ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８ ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３ 

 Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp 



  

  ≪交通案内≫  

   ＪＲ石山駅北口下車      徒歩 10 分  

   京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

 

☆食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、 

滋賀県ホームページの食の安全情報にアクセスしてください。 

 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/ 

☆「ぷちリス」バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載しています。 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/300257.html 

◆―――――――――－- -  -        -  - - -－――――――――◆  


